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越生町太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、町内における太陽光発電設備の設置等に関し必要な事

項を定めることにより、設置に適した場所への導入を図り、もって町民の

生命及び財産の保護、良好な景観の形成並びに豊かな自然環境及び生活環

境の保全を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。 

（１） 太陽光発電設備 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する

特別措置法（平成２３年法律第１０８号）第２条第２項に規定する

再生可能エネルギー発電設備であって、同条第３項第１号に規定す

る太陽光を再生可能エネルギー源とするものをいう。 

（２） 太陽光発電事業 太陽光発電設備を設置（太陽光発電設備を設置

するために行う樹木の伐採、土地の造成等による区画形質の変更を

含む。）し、又は維持管理する事業をいう。 

（３） 事業者 太陽光発電事業を行う者をいう。 

（４） 事業区域 太陽光発電事業を行う一団の土地（継続的又は一体的

に事業を行う土地を含む。）をいう。 

（５） 土地所有者等 事業区域内に存する土地の所有者、占有者又は管

理者をいう。 

（６） 隣接住民 次に掲げる者をいう。 

ア 事業区域に隣接する土地（事業区域に隣接する土地が法定公共

物又は法定外公共物に接するときは、当該法定公共物又は法定外

公共物が仮にないものとした場合において接することとなる土地

を含む。以下同じ。）の所有者 

イ 事業区域に隣接する土地に存する建築物（建築基準法（昭和２

５年法律第２０１号）第２条第１号に規定する建築物をいう。以

下同じ。）の所有者及び占有者 

（７） 地域住民等 次に掲げる者をいう。 

ア 事業区域の境界から５０メートル以内の区域に存する土地又は

建築物の所有者、占有者又は管理者 

イ 事業区域に係る自治会のほか太陽光発電事業により影響を受け

る自治会 

ウ その他太陽光発電事業により影響を受ける者として規則で定め
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るもの 

（町の責務） 

第３条 町は、第１条の目的を達成するため、この条例の適正かつ円滑な運

用を図るよう必要な措置を講じるものとする。 

（土地所有者等の責務） 

第４条 土地所有者等は、第１条の目的を達成するため、事業区域内に存す

る土地を適正に管理しなければならない。 

（事業者の責務） 

第５条 事業者は、太陽光発電事業の実施にあたり、関係法令及びこの条例

を遵守し、雨水等による土砂及び汚泥の流出や水害等の災害を防止し、良

好な景観並びに自然環境及び生活環境に十分配慮するとともに地域住民等

と良好な関係を保たなければならない。 

２ 事業者は、太陽光発電事業の実施に係る事故が発生したとき又は苦情若

しくは紛争が生じたときは、直ちに必要な措置を講じるとともに、誠意を

もってその解決にあたらなければならない。 

３ 事業者は、太陽光発電設備の維持管理及び撤去に要する費用を確保しな

ければならない。  

（町民の責務） 

第６条 町民は、第１条の目的にのっとり、町の施策及びこの条例に定める

手続の実施に協力するよう努めなければならない。 

（禁止区域） 

第７条 町長は、災害の防止、良好な景観並びに自然環境及び生活環境の保

全のため、特に必要と認められる区域を太陽光発電事業の実施の禁止区域

として指定するものとする。 

２ 事業者は、前項の規定により指定した禁止区域を事業区域に含めてはな

らない。 

（区域の指定） 

第８条 前条に規定する禁止区域は、次に掲げるものとする。 

（１） 砂防法（明治３０年法律第２９号）第２条の規定により指定され

た土地及びその影響を受ける区域 

（２） 地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第３条第１項の規

定により指定された地すべり防止区域及びその影響を受ける区域 

（３） 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第７条第１項の規定により指定され

た土砂災害警戒区域及び同法第９条第１項の規定により指定された

土砂災害特別警戒区域並びにその影響を受ける区域 
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（４） 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条第１項の規定によ

り指定された保安林の区域 

（５）  廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）

第２条第１項に規定する廃棄物が、不法に投棄又は残置されている

区域 

（６） 埼玉県文化財保護条例（昭和３０年埼玉県条例第４６号）第３１

条第１項の規定により指定された史跡、名勝若しくは天然記念物又

は越生町文化財保護条例（昭和３５年条例第１１５号）第６条第１

項の規定により指定された史蹟、名勝若しくは天然記念物の区域 

（７） 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成１４

年法律第８８号）第２８条第１項の規定により指定された鳥獣保護

区 

（８） 埼玉県が公表している水害リスク情報図に掲載された区域 

（９） 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律

第５７号）第３条第１項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険

区域及びその影響を受ける区域 

（１０） 建設省砂防課長通達（昭和４１年１０月１４日）により指定さ

れた急傾斜地崩壊危険箇所及びその影響を受ける区域 

（１１） その他町長が過去の災害履歴等から事業区域に適さないと認め

る区域  

（設置基準等） 

第９条 事業者は、太陽光発電事業について、次の各号のいずれにも適合さ

せなければならない。 

（１） 周辺地域における自然環境との調和が図られており、規則で定め

る基準に適合していること。 

（２） 周辺地域の景観との調和が図られており、規則で定める基準に適

合していること。 

（３） 周辺地域において生活環境との調和が図られており、土砂崩れ、

溢水又は土砂の流出等を発生させるおそれがないものとして規則で

定める基準に適合していること。 

（４） 太陽光発電事業の施行に必要な法令及び他の条例等の許認可等を

取得していること又は取得する見込みがあること。 

（５） 太陽電池モジュールと隣地境界までは、規則で定める距離以上の

距離を確保していること。 

（６） 事業区域又はその周辺の事故その他緊急を要する事態に対応でき

るよう第１４条第１項の規定及び関係法令の基準に適合した標識が
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設置されていること。 

（７） 建築物のある敷地に隣接したパワーコンディショナーは、騒音及

び低周波音を軽減するための措置が講じられていること。 

（８） 第三者が事業区域内に容易に立ち入ることができないよう柵又は

塀を設置（当該太陽光発電設備が、当該太陽光発電事業を行おうと

する者その他の関係者以外の者が立ち入ることのできない場所に設

置される場合を除く。）すること。 

（９） その他町長が当該事業について必要と認める基準に適合している

こと。  

（適用範囲） 

第１０条 この条例の規定は、次のいずれかに該当する太陽光発電設備（建

築物の屋根又は屋上に設置するものを除く。）について適用する。 

（１） 都市計画区域にあっては、発電出力１０キロワット以上又は太陽

電池の合計出力１０キロワット以上、その他の区域にあっては、発

電出力５０キロワット以上又は太陽電池の合計出力５０キロワット

以上の太陽光発電設備 

（２） 前号に掲げるもののほか、当該事業を実施する事業区域が他の事

業区域と近接していること等により、それらの事業の実施による複

合的な影響が総体として同号に掲げる太陽光発電設備と同等以上に

なるおそれがあるものとして規則で定める条件に該当する太陽光発

電設備 

（隣接する土地の所有者等からの同意） 

第１１条 事業者は、町内において太陽光発電事業を実施しようとするとき

は、第１３条の規定による事前協議に先立ち、隣接住民の同意を得るよう

努めなければならない。 

（事前相談） 

第１２条 事業者は、次条の規定による事前協議書の提出の３０日前までに

規則で定める太陽光発電事業事前相談届出書を町長に届け出なければなら

ない。 

２ 町長は前項の届出を受理したときは、規則で定めるところにより計画内

容を公表するものとする。 

（事前協議） 

第１３条 事業者は、第１８条に規定する届出をしようとするときは、当該

届出を行う６０日前までに、太陽光発電事業事前協議書を規則で定めると

ころにより提出したうえで、計画について町長と協議しなければならない。 

２ 前項の規定による協議は、規則で定める資格を有する者（以下「設計者」
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という。）が行わなければならない。 

３ 町長は、第１項の規定による協議があったときは、事業者に対し、必要

な指導又は助言をすることができる。 

４ 町長は、第１項の規定による協議があったときで、当該協議に係る太陽

光発電事業が他の市区町村の区域の生活環境等に影響を及ぼすおそれがあ

ると認めるときは、関係する市区町村及び行政機関の長に対し、その旨を

通知し、意見を求めることができる。 

５ 町長は、第１項の規定による協議が終了したときは、事業者に当該協議

が終了した旨を通知するものとする。 

（標識の設置） 

第１４条 事業者は、地域住民等に太陽光発電事業の計画（以下「計画」と

いう。）を公開し、周知するため、前条第１項の規定による太陽光発電事

業事前協議書の提出後速やかに、規則で定めるところにより、事業区域内

の道路に面した見やすい場所に標識を設置しなければならない。 

２ 事業者は、事業内容を変更しようとするときは、前項の規定により設置

した標識に変更する内容を掲示しなければならない。 

３ 事業者は、第１項の規定により標識を設置したとき又は前項の規定によ

り標識の掲示内容を変更したときは、その旨を町長に届け出なければなら

ない。 

（説明会等の開催） 

第１５条 事業者は、第１３条第１項の規定による太陽光発電事業事前協議

書の提出後速やかに、地域住民等に対して規則で定める事項に関する説明

会等を開催しなければならない。 

２ 前項に規定する説明会等を開催する場合は、事業者は、開催日の３週間

前までに、その旨を規則で定めるところにより町長に報告しなければなら

ない。 

３ 町長は前項の報告を受けたときは、規則で定めるところによりその旨を

公表するものとする。 

４ 第１項に規定する説明会等における説明は、設計者が行わなければなら

ない。 

５ 事業者は、地域住民等の理解が得られるよう説明に努めなければならな

い。 

６ 事業者は、第１項の規定により地域住民等への説明会等を開催したとき

は、その旨を町長に報告しなければならない。 

７ 第１項から前項までの規定は、事業内容を変更した場合について準用す

る。 
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（意見の申出） 

第１６条 地域住民等は、前条の規定による説明会等での説明を受けたとき

は、町長に対し、計画について意見を申し出ることができる。 

２ 町長は、地域住民等から意見の申出があったときは、その内容を事業者

に通知しなければならない。 

（地域住民等との協議） 

第１７条 事業者は、前条第２項の規定による通知があったときは、規則で

定めるところにより、当該申出をした地域住民等と協議しなければならな

い。ただし、協議を行うことが困難であると町長が特に認めるときは、こ

の限りでない。 

２ 事業者は、前項の規定により協議を行ったときは、その結果を町長に報

告しなければならない。 

（事業の届出） 

第１８条 事業者は、第１３条第５項の規定による通知を受けて太陽光発電

事業を実施しようとするときは、次に掲げる事項を町長に届け出なければ

ならない。 

（１） 事業者の住所及び氏名（法人その他の団体にあっては、主たる事

務所の所在地、名称及び代表者の氏名） 

（２） 太陽光発電設備設置事業の着手予定日及び完了予定日 

（３） 事業区域の所在地及び面積 

（４） 太陽光発電設備設置事業の内容 

（５） 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

（協定の締結等） 

第１９条 事業者は、太陽光発電事業の実施に必要な手続を終了したときは、

当該事業に関する協定を町長と締結しなければならない。 

２ 事業者は、前項により締結した協定を忠実に履行し、誠実に守らなけれ

ばならない。 

（事業の着手） 

第２０条 事業者は、前条第１項の規定による協定の締結後、太陽光発電事

業に着手しようとするときは、その旨を町長に届け出なければならない。 

２ 太陽光発電事業に係る工事（第２３条において「工事」という。）の施行

に当たっては、規則で定める資格及び能力を備えた者が行わなければなら

ない。 

（関係書類の閲覧） 

第２１条 事業者は、当該事業を行っている間、地域住民等の求めがあった

ときは、この条例の規定により町長に提出した書類の写しを閲覧させなけ
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ればならない。 

（事業の変更等） 

第２２条 第１８条の規定による届出をした者は、同項各号に掲げる事項の

変更（規則で定める軽微な変更を除く。）をしようとするときは、あらかじ

め当該変更後の事項を町長に届け出なければならない。太陽光発電事業を

取り下げるときも、同様とする。 

２ 第１３条及び第１５条の規定は、前項前段の規定による届出があった場

合について準用する。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではな

い。 

（完了確認） 

第２３条 事業者は、工事が完了したときは、運転開始前までに町長に届け

出て、確認を受けなければならない。 

２ 町長は、前項の規定による確認をしたときは、その旨を事業者に通知す

るものとする。 

 （廃止の届出） 

第２４条 事業者は、太陽光発電事業を廃止しようとするときは、廃止しよ

うとする日の３０日前までに、その旨を町長に届け出なければならない。 

２ 事業者は、事業計画に定めた廃止後において行う措置に基づき当該事業

の廃止後において行う措置を適切に行うとともに、当該事業の廃止が完了

したときは、その完了の日から起算して３０日以内にその旨を町長に届け

出なければならない。 

３ 事業者は、当該事業を廃止しようとするときは、太陽光発電設備の解体、

撤去、廃棄その他必要な措置を速やかに講じなければならない。 

 （地位の承継） 

第２５条 事業者から事業譲渡又は相続、合併若しくは分割によりその地位

を承継した者は、承継した日から起算して１０日以内にその旨を町長に届

け出なければならない。 

 （事業者が所在不明になった場合等） 

第２６条 土地所有者等は、事業者が所在不明になった場合又はその組織を

解散した場合においては、当該土地所有者等が事業者と異なる者である場

合に限り、事業者に代わり必要な措置を講じなければならない。 

 （維持管理） 

第２７条 事業者は、太陽光発電事業を実施する間、生活環境等の保全に支

障が生じないよう、太陽光発電設備及び事業区域内を常時安全かつ良好な

状態になるよう維持管理しなければならない。 

２ 事業者は、災害等により太陽光発電設備が破損し、第三者に被害をもた
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らすおそれがある場合には、遅滞なく状況の確認を行い、必要な措置を講

じなければならない。 

（報告の徴収及び立入調査） 

第２８条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し、

報告若しくは資料の提出を求め、又は関係職員を事業区域に立ち入らせて

必要な調査をさせ、若しくは関係者に質問させることができる。 

２ 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯

し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたも

のと解してはならない。 

（指導、助言及び勧告） 

第２９条 町長は、必要があると認めるときは、事業者に対して、必要な措

置を講じるよう指導又は助言を行うことができる。 

２ 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業者に対して、期限

を定めて必要な措置を講じるよう勧告をすることができる。 

（１） 事業者が第１８条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をし 

たとき。 

（２） 事業者が第１９条第１項の規定による協定の締結をせず、太陽光 

発電事業の工事に着手したとき。 

（３） 事業者が第２２条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をし 

たとき。 

（４） 事業者が第２４条第１項及び第２項の規定による届出をせず、又 

は虚偽の届出をしたとき。 

（５） 事業者が第２５条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をし 

たとき。 

（６） 事業者が前条第１項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、

若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定によ

る事業区域への立入り若しくは必要な調査を拒み、妨げ、若しくは

忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁せず、若しく

は虚偽の答弁をしたとき。 

（７） 事業者が前項の規定による指導、助言に正当な理由なく従わなか

ったとき。 

３ 事業者は、前２項に規定する指導、助言又は勧告を受けた場合は、当該

指導、助言又は勧告により講じた措置の内容について、速やかに町長に報

告しなければならない。 

（公表） 
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第３０条 町長は、前条第２項の規定による勧告を受けた事業者が、正当な

理由なく当該勧告に従わないときは、当該勧告に従わない事業者の氏名及

び住所（法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに

主たる事務所の所在地）並びに当該勧告の内容を公表することができる。 

２ 町長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ当該事

業者にその理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。 

（国又は県への通知） 

第３１条 町長は、文書にて指導、助言又は勧告を行った場合は、関連資料

を添えて、その内容及び事実を国又は県へ通知することができる。 

（委任） 

第３２条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項

は、町長が別に定める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行前に越生町開発行為等指導要綱（平成１４年要綱第１８

号）の規定により事前協議その他の手続をしなければならない事項で、こ

の条例の施行日前にその手続がされているものについては、この条例に別

段の定めがあるものを除き、それぞれこの条例の相当の規定により手続が

なされているものとみなして、それぞれこの条例の規定を適用する。 


